
 

議案第54号 

養父市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

養父市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和５年12月５日提出 

養父市長  広 瀬   栄 

 

養父市条例第 号 

   養父市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

養父市市営住宅設置及び管理条例（平成16年養父市条例第250号）の一部を次

のように改正する。 

第６条第１項第１号ク（イ）中「配偶者暴力防止等法第10条第１項」の次に「又

は第10条の２」を加える。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

議案第54号 養父市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 新旧対照条文（下線の部分は改正部分） 

現          行 改      正      案 

（入居者の資格） 

第６条 （略） 

(1) （略） 

ア～キ （略） 

ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年

法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第１

条第２項に規定する被害者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの 

(ア) 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又

は配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日から起

算して５年を経過していない者 

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第１項の規定により裁判所がした命令

の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して

５年を経過していないもの 

(2)～(6) （略） 

２・３ （略） 

（入居者の資格） 

第６条 （略） 

(1) （略） 

ア～キ （略） 

ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年

法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第１

条第２項に規定する被害者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの 

(ア) 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又

は配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日から起

算して５年を経過していない者 

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第１項又は第10条の２の規定により裁

判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた

日から起算して５年を経過していないもの 

(2)～(6) （略） 

２・３ （略） 

 


